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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】手術システム、情報処理装置、及び情報処理方
法を提供する。
【解決手段】情報処理装置１、及び情報処理装置と接続
された手術機器を含み、情報処理装置は、手術機器の配
置を示すレイアウト画面を表示させる表示制御部１４と
、手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成す
る機器制御部１６と、を備える、手術システム。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置、及び前記情報処理装置と接続された手術機器を含み、
　前記情報処理装置は、
　　前記手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させる表示制御部と、
　　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成する機器制御部と、
　を備える、手術システム。
【請求項２】
　前記機器制御部は、前記レイアウト画面に対するユーザ操作に基づいて、前記制御信号
を生成する、請求項１に記載の手術システム。
【請求項３】
　前記手術システムは、複数の前記手術機器を含み、
　前記情報処理装置は、前記複数の前記手術機器と接続され、
　前記レイアウト画面は、前記複数の前記手術機器のうち少なくとも１つの前記手術機器
の配置を示す、請求項１に記載の手術システム。
【請求項４】
　前記複数の前記手術機器は、第１の機器と第２の機器を含み、
　前記機器制御部は、ユーザ操作に基づいて、前記第１の機器と前記第２の機器との間の
接続の制御を行うための前記制御信号を生成する、請求項３に記載の手術システム。
【請求項５】
　前記第１の機器は、画像を送信する機能を有し、
　前記第２の機器は、前記画像を受信する機能を有し、
　前記機器制御部は、前記第１の機器から前記第２の機器へ前記画像が送信されるように
、前記接続の制御を行うための前記制御信号を生成する、請求項４に記載の手術システム
。
【請求項６】
　前記表示制御部は、ユーザ操作に基づいて前記第１の機器により送信される前記画像を
含むプレビュー画面をさらに表示させる、請求項５に記載の手術システム。
【請求項７】
　前記機器制御部は、前記プレビュー画面と前記レイアウト画面と、に対するユーザ操作
に基づいて、前記第１の機器から前記第２の機器へ前記画像が送信されるように前記接続
の制御を行うための前記制御信号を生成する、請求項６に記載の手術システム。
【請求項８】
　前記第２の機器は、複数の画像を同時に表示する機能をさらに有し、
　前記表示制御部は、前記第１の機器から前記第２の機器へ送信される前記画像の前記第
２の機器における表示位置を選択するための表示領域選択画面をさらに表示させ、
　前記機器制御部は、前記表示領域選択画面に対するユーザ操作に基づいて、前記第２の
機器における前記表示位置に関する制御を行うための前記制御信号を生成する、請求項５
に記載の手術システム。
【請求項９】
　前記表示制御部は、複数の前記レイアウト画面を表示させ、前記複数の前記レイアウト
画面の各々は、前記複数の前記手術機器に含まれる異なる前記手術機器の配置を示す、請
求項３に記載の手術システム。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、ユーザ操作に基づいて、前記複数の前記レイアウト画面の表示切替
を行う、請求項９に記載の手術システム。
【請求項１１】
　前記複数の前記手術機器は、手術室内に存在する手術機器と、手術室外に存在する手術
機器と、を含む、請求項３に記載の手術システム。
【請求項１２】



(3) JP 2019-88734 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

　前記複数の前記手術機器は、内視鏡、顕微鏡、術野カメラ、シーリングカメラのうち少
なくとも１つを含む、請求項３に記載の手術システム。
【請求項１３】
　前記表示制御部は、前記レイアウト画面に対するユーザ操作に基づいて前記手術機器の
設定を行うための設定画面をさらに表示させ、
　前記機器制御部は、前記設定画面に対するユーザ操作に基づいて、前記手術機器の設定
に関する前記制御信号を生成する、請求項１に記載の手術システム。
【請求項１４】
　前記表示制御部は、前記手術機器に対応するアイコンを表示させる、請求項１に記載の
手術システム。
【請求項１５】
　前記表示制御部は、実空間における前記手術機器の位置に応じた前記レイアウト画面に
おける位置に、前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、請求項１４に記載の
手術システム。
【請求項１６】
　前記表示制御部は、実空間における前記手術機器の姿勢に応じた前記レイアウト画面に
おける姿勢で、前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、請求項１４に記載の
手術システム。
【請求項１７】
　前記表示制御部は、前記手術機器が有する機能または前記手術機器の状態に基づいて、
前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、請求項１４に記載の手術システム。
【請求項１８】
　前記表示制御部は、前記手術機器が送信機能を有するか否か、または前記手術機器が受
信機能を有するか否か、に基づいて前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、
請求項１７に記載の手術システム。
【請求項１９】
　前記表示制御部は、前記手術機器が撮像中の画像を送信可能な状態であるか否かに基づ
いて前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、請求項１７に記載の手術システ
ム。
【請求項２０】
　手術機器と接続され、
　前記手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させる表示制御部と、
　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成する機器制御部と、
　を備える、情報処理装置。
【請求項２１】
　手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させることと、
　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成することと、
　を含む、情報処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、手術システム、情報処理装置、及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療現場では様々な機器が用いられている。例えば手術室には、内視鏡装置等を
含むカメラ、レコーダ、モニタ、照明装置等の機器が設置され、これらの機器を用いて手
術が行われている。
【０００３】
　このような機器を集中制御するためのシステムも存在し、係るシステムでは、機器制御
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のための操作を容易にするためのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）も提供さ
れている。例えば下記特許文献１には、複数の医療機器に接続される制御装置を有し、医
療機器に対応するアイコンを所定間隔で表示し、表示されたアイコンが操作された場合に
、当該アイコンに対応する医療機器の操作画面を表示する手術システムが開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１９０１８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述したようなシステムで提供されるＧＵＩでは所望の機器に関する制御を行
うことが困難な場合があった。例えば、同種の機器が手術室に複数設置された場合、ＧＵ
Ｉ上の機器を示す情報（例えばアイコン）と、実際に設置された機器との対応が把握し難
く、所望の機器を選択して制御を行うことが困難であった。
【０００６】
　そこで、本開示では、より容易に目的の機器を制御することが可能な、新規かつ改良さ
れた手術システム、情報処理装置、及び情報処理方法を提案する
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、情報処理装置、及び前記情報処理装置と接続された手術機器を含み、
前記情報処理装置は、前記手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させる表示制御部
と、前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成する機器制御部と、を備える
、手術システムが提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、手術機器と接続され、前記手術機器の配置を示すレイアウト画
面を表示させる表示制御部と、前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成す
る機器制御部と、を備える、情報処理装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させることと、
　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成することと、を含む、情報処理
方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、より容易に目的の機器を制御することが可能であ
る。
【００１１】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果と共に、または上記の
効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他
の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施形態に係る手術システム１０００の概略構成を示す図である。
【図２】同実施形態に係る情報処理装置１の構成例を示すブロック図である。
【図３】表示制御部１４が表示部４０に表示させる画面の一例を説明するための説明図で
ある。
【図４】同実施形態に係る情報処理装置１の動作例を示すフローチャート図である。
【図５】同実施形態に係る具体例１について説明するための説明図である。
【図６】同実施形態に係る具体例１について説明するための説明図である。
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【図７】同実施形態に係る具体例１について説明するための説明図である。
【図８】同実施形態に係る具体例１について説明するための説明図である。
【図９】同実施形態に係る具体例２について説明するための説明図である。
【図１０】同実施形態に係る具体例２について説明するための説明図である。
【図１１】同実施形態に係る具体例２について説明するための説明図である。
【図１２】同実施形態に係る具体例２について説明するための説明図である。
【図１３】同実施形態に係る具体例２について説明するための説明図である。
【図１４】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図１５】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図１６】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図１７】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図１８】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図１９】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図２０】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図２１】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図２２】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図２３】同実施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【図２４】同実施形態に係る具体例４について説明するための説明図である。
【図２５】同実施形態に係る具体例４について説明するための説明図である。
【図２６】同実施形態に係る具体例４について説明するための説明図である。
【図２７】同実施形態に係る具体例４について説明するための説明図である。
【図２８】本実施形態に係る具体例５について説明するための説明図である。
【図２９】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３０】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３１】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３２】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３３】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３４】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３５】同実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【図３６】ハードウェア構成例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　＜＜１．概要＞＞
　＜＜２．情報処理装置の構成＞＞
　＜＜３．動作＞＞
　＜＜４．具体例＞＞
　＜＜５．ハードウェア構成例＞＞
　＜＜６．むすび＞＞
【００１５】
　＜＜１．概要＞＞
　まず、図１を参照して、本開示の一実施形態に係る手術システムについて説明する。
【００１６】
　図１は、本開示の一実施形態に係る手術システム１０００の概略構成を示す図である。
図１に示すように、本実施形態に係る手術システム１０００は、情報処理装置１と、複数
の手術機器２と、ネットワーク５とを含む。
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【００１７】
　情報処理装置１は、図１に示すようにネットワーク５を介して複数の手術機器２と接続
される。情報処理装置１は、複数の手術機器２を集中的に取り扱い、制御するための情報
処理装置であり、例えばＰＣ（Personal　Computer）やタブレット端末などであってもよ
い。なお、情報処理装置１の詳細な機能構成については、図２を参照して後述する。
【００１８】
　手術機器２は、手術室の内外に存在し、手術中に用いられ得る機器である。なお、図１
には手術機器２として、３つの手術機器２Ａ～２Ｃが示されているが、手術機器２の数は
特に限定されるものではない。
【００１９】
　手術室には、手術中に用いられる様々な機器が存在し得る。また、手術室の外に設置さ
れた機器が、手術中に用いられることも考えられる。例えば、事前に撮像された画像を記
憶したレコーダが手術室以外の部屋に設置され、係るレコーダに記憶された画像を手術室
に設置されたモニタで手術中に確認する、といったことも考えられる。なお、本明細書に
おいて、画像とは、静止画像に限定されず、動画像をも含む表現として用いられる。
【００２０】
　本明細書では、上述したように手術室の内外に存在し、手術中に用いられ得る機器を総
称して手術機器と呼び、図１に示す手術機器２は、手術室内に存在する手術機器と、手術
室外に存在する手術機器とを含んでもよい。
【００２１】
　例えば、手術機器２には、カメラ（撮像装置）、レコーダ（記憶装置）、モニタ（表示
装置）、照明装置、及び、その他様々な手術中に用いられ得る機器が含まれてよい。
【００２２】
　手術機器２の一例であるカメラは、画像を撮像し、当該画像を他の手術機器２、及び情
報処理装置１に送信する機能（送信機能の一例）を有する送信機器である。なお、手術機
器２は、例えば手術室の天井に設けられ術者の手元を撮像するシーリングカメラ、手術室
の天井に設けられ、手術室全体の様子を撮像する術野カメラ、患者の体腔内を観察するた
めの内視鏡や顕微鏡等のカメラを含んでもよい。
【００２３】
　手術機器２の一例であるレコーダは、カメラにより手術中に撮像された画像または事前
に撮像された画像等を記憶する。例えば、手術機器２の一例であるレコーダは、手術より
前に行われた診察時に撮像されたＣＴ（Computed　Tomography）画像を記憶していてもよ
い。また、手術機器２の一例であるレコーダは、他の手術機器２から画像を受信する機能
（受信機能の一例）と、他の手術機器２、及び情報処理装置１に送信する機能（送信機能
の一例）を有する送受信機器である。
【００２４】
　手術機器２の一例であるモニタは、手術中にカメラにより撮像された画像やレコーダに
記憶された画像等を表示する。また、手術機器２の一例であるモニタは、他の手術機器２
から画像を受信する機能（受信機能の一例）を有する受信機器である。また、手術機器２
の一例であるモニタは、表示領域を分割して、複数の画像を同時に表示する機能を有して
もよい。
【００２５】
　ネットワーク５は、ネットワーク５に接続されている装置から送信される情報の有線、
または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク５は、手術室の内外を含む病院内で構
築されたＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等であってもよい。ただし、
ネットワーク５は係る例に限定されず、例えばインターネット、電話回線網、衛星通信網
などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種のＬＡＮ、ＷＡＮ（Ｗｉ
ｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などを含んでもよい。また、ネットワーク５は、ＩＰ
－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）などの専用回線網を含んでもよい。また、図１では、情報処理装置１と手
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術機器２とがネットワーク５を介して接続される例を示しているが、手術機器２の一部、
あるいは全部が、情報処理装置１と直接的に接続されていてもよい。
【００２６】
　本実施形態に係る手術システム１０００において、ユーザは情報処理装置１を用いて、
複数の手術機器２を集中的に取り扱うことが可能である。情報処理装置１の詳細な構成は
後述するが、情報処理装置１は、手術機器２に関する制御機能を有し、手術機器２に関す
る操作を行うためのＧＵＩを提供する。
【００２７】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置１は、手術機器２の配置を示すレイアウト画面
を表示し、レイアウト画面に対するユーザ操作を受け付けてもよい。また、情報処理装置
１は、レイアウト画面に対するユーザ操作に基づいて、手術機器２に関する制御を行って
もよい。手術機器２の配置は、手術内容や手技に応じて変更され得るが、係る構成によれ
ば、ユーザは直観的に所望の手術機器２に関する操作を行うことが可能である。また、手
術システム１０００に同種の手術機器２が複数含まれる場合であっても、係る構成によれ
ば、ユーザは各々を区別して、所望の手術機器２に関する操作を行うことが可能である。
【００２８】
　以上、本実施形態に係る手術システム１０００の概要を説明した。続いて、上述した効
果を奏する、情報処理装置１のより詳細な構成について説明する。
【００２９】
　＜＜２．情報処理装置の構成＞＞
　図２は、本実施形態に係る情報処理装置１の構成例を示すブロック図である。図２に示
すように、情報処理装置１は、制御部１０、操作部３０、表示部４０、記憶部５０、及び
通信部６０を備える。なお、以下では、まず情報処理装置１の全体的な構成を説明した後
、制御部１０の構成についてより詳細に説明する。
【００３０】
　　＜２－１．装置構成＞
　（制御部）
　制御部１０は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って情
報処理装置１内の動作全般を制御する。また、本実施形態に係る制御部１０は、図２に示
すように配置情報制御部１２、表示制御部１４、及び機器制御部１６としての機能を有す
る。なお、制御部１０の配置情報制御部１２、表示制御部１４、及び機器制御部１６とし
ての機能については後述する。
【００３１】
　（操作部）
　操作部３０は、ユーザによる操作（ユーザ操作）を受け付ける。本実施形態に係る操作
部３０は、例えば後述する表示制御部１４が表示部４０に表示させる各種画面に対するユ
ーザ操作を受け付ける。例えば、操作部３０は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボ
タン、スイッチ、レバー、あるいはダイヤル等により実現されてもよい。
【００３２】
　（表示部）
　表示部４０は、後述する表示制御部１４の制御に従って、各種画面を表示する。なお、
図２に示す例では、操作部３０と表示部４０をそれぞれ別の構成として示しているが、情
報処理装置１は、操作部３０の機能と表示部４０の機能とを有するタッチパネルディスプ
レイを備えてもよい。
【００３３】
　（記憶部）
　記憶部５０は、制御部１０が各機能を実行するためのプログラムやパラメータ等のデー
タを記憶する。記憶部５０は、表示制御部１４が各種画面を表示させるためのデータを記
憶してもよく、例えば手術機器２の配置に関する配置情報、手術機器２の機能に関する情
報、あるいは各種アイコン等を記憶してもよい。
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【００３４】
　（通信部）
　通信部６０は、情報処理装置１による他の装置との間の通信を仲介する通信インタフェ
ースである。通信部６０は、任意の無線通信プロトコルまたは有線通信プロトコルをサポ
ートし、例えば図１を参照して説明したネットワーク５を介して、または直接に他の装置
との間の通信接続を確立する。例えば、通信部６０は、後述する機器制御部１６により生
成される制御信号を、手術機器２へ送信してもよい。また、通信部６０は、手術機器２の
状態に関する情報、手術機器２が取得した情報（例えば撮像している画像等）、手術機器
２が記憶している情報（事前に撮像した画像等）等を手術機器２から受信してもよい。
【００３５】
　　＜２－２．制御部の構成＞
　以上、情報処理装置１の全体的な構成例について説明した。続いて、制御部１０が有す
る配置情報制御部１２、表示制御部１４、及び機器制御部１６としての機能について詳細
に説明する。
【００３６】
　（配置情報制御部）
　配置情報制御部１２は、手術機器２の配置に関する配置情報を表示制御部１４へ提供す
る。配置情報には、例えば手術機器２それぞれの位置、姿勢等の情報が含まれ得る。なお
、手術機器２の位置の情報には、手術機器２がいずれの部屋に存在するかを示す情報が含
まれてもよいし、さらに、手術機器２が部屋内のどの位置に存在するかを示す情報が含ま
れてもよい。
【００３７】
　例えば、配置情報制御部１２は、操作部３０を介して受け付けられるユーザ操作に基づ
いて配置情報を生成してもよい。
【００３８】
　あるいは、配置情報制御部１２は、自動的に配置情報を生成してもよい。例えば、配置
情報制御部１２は、手術機器２のうち、俯瞰的な位置に設置されたカメラ（例えば術野カ
メラ等）から受信した画像に基づいて、手術機器２それぞれの位置、及び姿勢を認識し、
配置情報を生成してもよい。また、手術機器２に位置認識のためのビーコンが接続される
場合、配置情報制御部１２は係るビーコンに基づいて配置情報を生成してもよい。
【００３９】
　また、配置情報制御部１２は、生成した配置情報を記憶部５０に記憶させてもよい。そ
して、配置情報制御部１２は、以前に生成されて記憶部５０に記憶された複数の配置情報
の中から、現在の手術機器２の配置に応じた配置情報を選択してもよい。係る選択は、例
えばユーザ操作に基づいて行われてもよく、例えば手技ごと、あるいは医師ごとの配置指
示に応じて選択されてもよい。係る構成により、配置情報の生成に係る負荷を低減させる
ことが可能となる。
【００４０】
　なお、上記では、情報処理装置１が有する配置情報制御部１２が配置情報を生成する例
を説明したが、配置情報は、他の装置により生成されてもよい。係る場合、配置情報制御
部１２は、通信部６０が当該他の装置から受信した配置情報を表示制御部１４へ提供して
もよい。
【００４１】
　（表示制御部）
　表示制御部１４は、表示部４０に各種画面を表示させる。なお、本明細書において、画
面とは、表示部４０に表示される一つのまとまりを意味し、表示制御部１４は、表示部４
０に同時に複数の画面を表示させてもよいし、１つの画面に他の画面が含まれていてもよ
い。
【００４２】
　図３は、表示制御部１４が表示部４０に表示させる画面の一例を説明するための説明図
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である。図３に示す例では、表示部４０が表示領域Ｖ１００、表示領域Ｖ２００、表示領
域Ｖ３００、及び表示領域Ｖ４００の、４つの表示領域に分かれている。
【００４３】
　図３に示す例では、表示領域Ｖ１００には何も表示されていない。表示制御部１４は、
他の表示領域の表示された画面に対するユーザ操作に基づいて、表示領域Ｖ１００に、各
種画面を表示させてもよい。
【００４４】
　例えば、表示制御部１４は、表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面（後述）に
対するユーザ操作に基づいて、手術機器２の設定を行うための設定画面を表示領域Ｖ１０
０に表示させてもよい。係る表示制御の具体的な例については、図９～図１２等を参照し
て後述する。
【００４５】
　また、表示制御部１４は、表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面（後述）や、
表示領域Ｖ３００に表示される機器リスト画面（後述）に対するユーザ操作に基づいて、
手術機器２により送信される画像を含むプレビュー画面を表示させてもよい。係る表示制
御の具体的な例については、図１４～図２３等を参照して後述する。
【００４６】
　また、図３に示す例において、表示制御部１４は表示領域Ｖ２００に、手術室内に存在
する手術機器２の配置を示すレイアウト画面を表示させている。表示制御部１４は、例え
ば配置情報制御部１２から取得した配置情報に基づいて、レイアウト画面を表示させても
よい。なお、表示制御部１４が表示させるレイアウト画面は、情報処理装置１と接続され
た複数の手術機器２のうち、少なくとも１つの手術機器２の配置を示す画面であればよい
。
【００４７】
　表示制御部１４は、図３に示すようにレイアウト画面に手術機器２に対応するアイコン
Ｖ２１１～Ｖ２１３、Ｖ２２１、Ｖ２３１～Ｖ２３３、Ｖ２４１～Ｖ２４２を表示させて
もよい。なお、図３に示すように、表示制御部１４は各アイコンの近傍に各アイコンに対
応する手術機器２の種類を示すテキストを表示させてもよい。図３に示すように、アイコ
ンＶ２１１～Ｖ２１３は、それぞれ手術機器２の一例であるカメラに対応するアイコンで
ある。また、アイコンＶ２２１は、手術機器２の一例であるレコーダに対応するアイコン
である。また、アイコンＶ２３１～Ｖ２３３は、それぞれ手術機器２の一例であるモニタ
に対応するアイコンである。また、アイコンＶ２４１～Ｖ２４２は、それぞれその他の種
類の手術機器２に対応するアイコンである。
【００４８】
　また、表示制御部１４は、実空間（図３の例では手術室）における手術機器２の位置、
及び姿勢に基づいて、手術機器２に対応するアイコンを表示させてもよい。図３に示す例
において、表示制御部１４は、実空間における手術機器２の位置に応じたレイアウト画面
における位置に、当該手術機器２に対応するアイコンを表示させている。また、図３に示
す例において、表示制御部１４は、実空間における手術機器２の姿勢（角度等）に応じた
レイアウト画面における姿勢で、当該手術機器２に対応するアイコンを表示させている。
このようなレイアウト画面により、図３に示したように、例えば同じ種類の手術機器２（
例えばカメラやモニタ）が複数存在する場合であっても、ユーザは手術機器２とアイコン
との対応を容易に把握することが可能である。
【００４９】
　また、図３に示す例において、表示制御部１４は表示領域Ｖ３００に、手術室外に存在
する手術機器２に対応するアイコンＶ３１１～Ｖ３１３、Ｖ３２１～Ｖ３２３、Ｖ３３１
～Ｖ３３３、を含む機器リスト画面を表示させている。係る構成により、ユーザは、手術
室外に存在する手術機器２に関しても把握し、手術室外に存在する手術機器２に関する操
作を行うことが可能となる。なお、図３に示す例において、手術室外に存在する手術機器
２に対応するアイコンは、手術機器２が有する機能に応じて分類されて機器リスト画面に
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表示されている。
【００５０】
　表示制御部１４は、手術機器２が有する機能に基づいて、当該手術機器２に対応するア
イコンを表示させてもよい。例えば、表示制御部１４は、各アイコンが、当該アイコンに
対応する手術機器２が有する機能に応じた色、模様、あるいは形状を有するように、アイ
コンを表示させてもよい。係る構成により、ユーザは当該アイコンに対応する手術機器２
の有する機能について容易に把握することが可能となる。
【００５１】
　例えば、表示制御部１４は、手術機器２が他の手術機器２へ所定の情報（例えば画像）
を送信する送信機能を有するか否かに基づいて、アイコンを表示させてもよい。あるいは
、表示制御部１４は、手術機器２が他の手術機器２から所定の情報（例えば画像）を受信
する受信機能を有するか否かに基づいて、アイコンを表示させてもよい。
【００５２】
　図３に示す例では、画像を送信する送信機能を有する手術機器２に対応するアイコン、
画像を受信する受信機能を有する手術機器２に対応するアイコン、及びそれらの両方の機
能を有する手術機器２に対応するアイコンが区別可能に表示されている。具体的には、図
３に示す例において、アイコンＶ２１１～Ｖ２１３、及びアイコンＶ３１１～Ｖ３１３の
ハッチングは、各アイコンが、画像を送信する送信機能を有する手術機器２に対応するこ
とを示している。また、図３に示す例において、アイコンＶ２２１、及びアイコンＶ３２
１～Ｖ３２３のハッチングは、各アイコンが、画像を送信する送信機能と画像を受信する
受信機能の両方を有する手術機器２に対応することを示している。また、図３に示す例に
おいて、アイコンＶ２３１～Ｖ２３３、及びアイコンＶ３３１～Ｖ３３３のハッチングは
、各アイコンが、画像を受信する受信機能を有する手術機器２に対応することを示してい
る。なお、図３に示す例において、アイコンＶ２４１、及びアイコンＶ２４２に対応する
手術機器２は、送信機能と受信機能のいずれも有していない。
【００５３】
　後述するように、機器制御部１６は、ユーザ操作に基づいて送信機能を有する手術機器
２と受信機能を有する手術機器２との間の接続を制御する。そのため、上述したように各
手術機器２が送信機能、及び受信機能を有しているか否かを判別可能なアイコンを表示さ
せることはユーザにとって有用である。
【００５４】
　図３に示す例において、表示領域Ｖ２００の上部に設けられた表示領域Ｖ４００には、
タブＶ４０１、及びタブＢ４０２が表示されている。表示制御部１４は、タブＶ４０１ま
たはタブＢ４０２に対するユーザ操作に応じて、表示領域Ｖ２００に表示される画面に係
る表示切替を行ってもよい。なお、図３に示す例では、タブＶ４０１が選択されている。
【００５５】
　例えば、表示制御部１４は複数のレイアウト画面を表示させてもよく、表示制御部１４
は、タブＶ４０１またはタブＢ４０２に対するユーザ操作に応じて、表示領域Ｖ２００に
表示されるレイアウト画面の表示切替を行ってもよい。係る場合、例えばタブＶ４０１の
選択時に表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面と、タブＶ４０２の選択時に表示
領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面とは、それぞれ異なる手術機器２の配置を示す
ものであってもよい。なお、係る表示制御の具体的な例については、図２４～図２５を参
照して後述する。
【００５６】
　以上、図３を例に表示制御部１４が表示部４０に表示させる画面やアイコンについて説
明したが、表示制御部１４が表示させる画面やアイコンは、図３に示した例に限定されな
い。上述した画面やアイコン、及び表示制御部１４が表示部４０に表示させ得るその他の
画面やアイコンの具体例については、図５～図３５を参照して後に具体的に説明する。
【００５７】
　（機器制御部）
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　機器制御部１６は、手術機器２に関する制御を行うための制御信号を生成する。例えば
、機器制御部１６は、表示制御部１４が表示させる各種画面に対するユーザ操作に基づい
て、制御信号を生成してもよい。
【００５８】
　機器制御部１６は、レイアウト画面に対するユーザ操作に基づいて、制御信号を生成し
てもよい。例えば、機器制御部１６は、レイアウト画面に表示されたアイコンに対するユ
ーザ操作が行われた場合に、当該アイコンに対応する手術機器２に関する制御を行うため
の制御信号を生成してもよい。上述したように、レイアウト画面は手術機器２の配置を示
しており、ユーザは各アイコンと手術機器２との対応を容易に把握可能である。したがっ
て、係る構成により、ユーザは制御したい手術機器２に対応するアイコンを容易に把握す
ることが可能であり、直観的に操作を行うことが可能である。
【００５９】
　また、機器制御部１６は、表示制御部１４が表示させた複数のアイコンに対するユーザ
操作に基づいて、制御信号を生成してもよい。係る複数のアイコンは、全てがレイアウト
画面、あるいは機器リスト画面に含まれていてもよいし、レイアウト画面に含まれるアイ
コンと機器リスト画面に含まれるアイコンとの組み合わせであってもよい。
【００６０】
　例えば、機器制御部１６は、複数のアイコンに対するユーザ操作に基づいて、複数の手
術機器２の間の接続（以下、機器間接続と呼ぶ場合もある）の制御を行うための制御信号
を生成してもよい。
【００６１】
　例えば、機器制御部１６は、画像を送信する機能を有する手術機器２（以下、第１の機
器と呼ぶ場合がある）と、画像を受信する機能を有する手術機器２（以下、第２の機器と
呼ぶ場合がある）との間の接続の制御を行うための制御信号を生成してもよい。例えば、
第１の機器に対応するアイコン、及び第２の機器に対応するアイコンに対するユーザ操作
に基づいて、第１の機器と第２の機器との間の接続の制御を行うための制御信号を生成し
てもよい。なお、係る制御信号は、例えば通信部６０により、第１の機器、及び第２の機
器のうち少なくともいずれか一方へ送信されてもよい。
【００６２】
　なお、機器間接続の制御を行うための制御信号は、他のユーザ操作に基づいて生成され
てもよい。例えば、機器制御部１６は、表示制御部１４が表示させるプレビュー画面とレ
イアウト画面と、に対するユーザ操作に基づいて、第１の機器から第２の機器へ画像が送
信されるように機器間接続の制御を行うための制御信号を生成してもよい。例えば、第１
の機器により送信される画像を含むプレビュー画面と、レイアウト画面に含まれる第２の
機器に対応するアイコンとに対するユーザ操作に基づいて、第１の機器から第２の機器へ
画像が送信されるように機器間接続の制御を行うための制御信号を生成してもよい。係る
構成によれば、ユーザは第１の機器が送信する画像を確認した上で、第１の機器と第２の
機器との間の機器間接続に関する操作を行うことが可能である。
【００６３】
　また、機器制御部１６は、表示制御部１４が表示させる手術機器２の設定を行うための
設定画面に対するユーザ操作に基づいて、当該手術機器２の設定に関する制御信号を生成
してもよい。生成された係る制御信号は、例えば通信部６０により、当該手術機器２へ送
信される。
【００６４】
　なお、機器制御部１６が生成する制御信号は係る例に限定されない。上述した制御信号
に関する具体例、及び、機器制御部１６のその他の制御の具体例については、図５～図３
５を参照する表示制御の具体例とあわせて、後に具体的に説明する。
【００６５】
　＜＜３．動作＞＞
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１の構成例について説明した。続いて、本実施形
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態に係る情報処理装置１の動作例について、図４を参照して説明する。図４は、本実施形
態に係る情報処理装置１の動作例を示すフローチャート図である。
【００６６】
　まず、図４に示すように、表示制御部１４が、配置情報制御部１２から配置情報を取得
する（Ｓ１０２）。続いて、表示制御部１４は、ステップＳ１０２で取得した配置情報に
基づいて、手術機器２の配置を示すレイアウト画面を表示部４０に表示させる（Ｓ１０２
）。
【００６７】
　表示部４０に表示された画面に対してユーザ操作が行われると、表示制御部１４が当該
ユーザ操作に基づいて表示制御を行って表示を更新し（Ｓ１０６）、機器制御部１６が当
該ユーザ操作に基づいて手術機器２の制御を行うための制御信号を生成する（Ｓ１０８）
。続いて、通信部６０が、ステップＳ１０８で生成された制御信号を手術機器２へ送信す
る（Ｓ１１０）。
【００６８】
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１の動作例について説明した。なお、図４に示し
た例は一例であって、情報処理装置１の動作は係る例に限定されない。特に、図４のステ
ップＳ１０６～Ｓ１１０の処理は、ユーザ操作に応じて多様に変化し得る。例えば、ステ
ップＳ１０６、及びステップＳ１０８の処理は、ユーザ操作が行われた場合にのみ実行さ
れ、ユーザ操作に応じて、一方のみが実行されてもよいし、両方が実行されてもよい。ま
た、ステップＳ１１０の処理は、ステップＳ１０８の処理が実行された場合に実行されて
もよい。
【００６９】
　＜＜４．具体例＞＞
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１の動作について説明した。続いて、本実施形態
において、表示制御部１４の制御により表示部４０に表示される画面やアイコン、及び機
器制御部１６に制御信号を生成させるためのユーザ操作について、図５～図３５を参照し
てより具体的に説明する。
【００７０】
　なお、以下の具体例では、操作部３０の一例であるマウスを用いてユーザ操作が行われ
る例を主に説明するが、本技術は係る例に限定されない。情報処理装置１が備える操作部
３０の形態に応じて、適宜多様なユーザ操作が設計されてよい。
【００７１】
　　＜４－１．具体例１＞
　まず、機器間接続の制御に関するレイアウト画面に対するユーザ操作が行われる例につ
いて具体例１として、図５～図８を参照して説明を行う。図５～図８は、本実施形態に係
る具体例１について説明するための説明図である。
【００７２】
　図５には、図３の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いてレイアウト画面に含まれ
るアイコンＶ２１１に対するドラッグ操作（マウスのボタンを押したまま移動させるユー
ザ操作）が行われた状態が示されている。ここで、アイコンＶ２１１に対応する手術機器
２は、上述したように画像を送信する機能を有するカメラであり、本具体例の説明におい
て、アイコンＶ２１１に対応する手術機器２を第１の機器と呼ぶ場合がある。
【００７３】
　図５に示すように、レイアウト画面に含まれるアイコンＶ２１１に対するドラッグ操作
を行うと、アイコンＶ２１１に対応するドラッグアイコン（ゴーストとも呼ばれる）Ｖ７
１１が表示される。ドラッグアイコンＶ７１１は、ドラッグ操作が行われている間、マウ
スカーソルＶ９０２に追従して移動するように表示される。
【００７４】
　続いて、図６には、図５の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッグア
イコンＶ７１１がアイコンＶ２３２と重なるようなドラッグ操作が行われた状態が示され
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ている。ここで、アイコンＶ２３２に対応する手術機器２は、上述したように画像を受信
する機能を有するモニタであり、本具体例の説明において、アイコンＶ２３２に対応する
手術機器２を第２の機器と呼ぶ場合がある。また、本具体例において、第２の機器は、表
示領域を分割して複数の画像を同時に表示する機能をさらに有するものとし、より具体的
には表示領域を４分割して、最大４つの画像を同時に表示することが可能であるものとす
る。
【００７５】
　図６の状態において、ドロップ操作（マウスのボタンを離すユーザ操作）が行われると
、図７に示す状態に遷移する。図７の状態において、表示制御部１４は、第１の機器から
第２の機器へ送信される画像の第２の機器における表示位置を選択するための表示領域選
択画面Ｖ８１０をポップアップ表示させている。表示領域選択画面Ｖ８１０は、第２の機
器における表示位置、つまり分割された表示領域に対応する分割領域Ｖ８１１～Ｖ８１４
を含む。
【００７６】
　図８には、図７の状態から、表示領域選択画面Ｖ８１０に含まれる分割領域Ｖ８１４に
対する選択操作（例えば適切なマウス位置でマウスのボタンを押すユーザ操作）が行われ
た状態が示されている。機器制御部１６は、第１の機器に対応するアイコンＶ２１１と第
２の機器に対応するアイコンＶ２３２に対する、上述した一連のユーザ操作に基づいて、
第１の機器から第２の機器へ画像が送信されるように、機器間接続の制御を行うための制
御信号を生成してもよい。係る構成により、ユーザは直観的に機器間接続のための操作を
行うことが可能である。
【００７７】
　また、表示領域選択画面Ｖ８１０に対して上述したような選択操作が行われた場合、機
器制御部１６は、係る選択操作に基づいて、第２の機器における表示位置に関する制御を
行うための制御信号を生成してもよい。係る制御信号は、選択操作に応じた表示位置を指
定する制御信号であってもよい。係る構成により。ユーザは、直観的に表示位置を指定す
る操作を行うことが可能である。
【００７８】
　なお、上記では、第２の機器が表示領域を分割して複数の画像を同時に表示する機能を
有する例を説明したが、例えば第２の機器が表示領域の全体に画像を表示するモニタであ
った場合、図６の状態において、ドロップ操作が行われた時点で、機器制御部１６は、第
１の機器から第２の機器へ画像が送信されるように、機器間接続の制御を行うための制御
信号を生成してもよい。
　　＜４－２．具体例２＞
　続いて、手術機器２の設定に関する制御を行うためのユーザ操作が行われる例について
具体例２として、図９～図１３を参照して説明を行う。図９～図１３は、本実施形態に係
る具体例２について説明するための説明図である。
【００７９】
　図９には、図３の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いてレイアウト画面に含まれ
るアイコンＶ２４１に対するドラッグ操作が行われ、アイコンＶ２４１に対応するドラッ
グアイコンＶ７２１が表示された状態が示されている。
【００８０】
　続いて、図１０には、図９の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッグ
アイコンＶ７２１が表示領域Ｖ１００内に位置するようにドラッグ操作が行われた状態が
示されている。図１０の状態において、ドロップ操作が行われると、図１１に示す状態に
遷移する。図１１の状態において、表示制御部１４は、表示領域Ｖ１００にアイコンＶ２
４１に対応する手術機器２の設定画面を表示させている。
【００８１】
　図１１に示されるアイコンＶ１１０は、アイコンＶ２４１に対応する手術機器２の実際
の操作部を模した形状をしている。例えばユーザが、ボタンＶ１１１やボタンＶ１１２等
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に対する選択操作を行った場合、機器制御部１６は、係る選択操作に応じて、アイコンＶ
２４１に対応する手術機器２の設定に関する制御を行うための制御信号を生成してもよい
。係る構成により、ユーザは、実際の手術機器２に直接触れて設定に関する操作を行う場
合と同様の感覚で、設定画面を用いた操作を行うことが可能である。
【００８２】
　また、図１１に示すように、表示領域Ｖ１００に表示された設定画面は、アイコンＶ２
４１に対応する手術機器２の設定を行うための設定インタフェースＶ１２０、Ｖ１３０、
Ｖ１４０を含む。また、設定インタフェースＶ１２０、Ｖ１３０、Ｖ１４０は、それぞれ
スライダＶ１２１、Ｖ１３１、Ｖ１４１を含む。例えば、ユーザは図１２に示すように、
マウスカーソルＶ９０２を用いて、スライダＶ１２１に対するドラッグ操作を行うことが
可能である。また、機器制御部１６は、係るドラッグ操作に基づいて、設定インタフェー
スＶ１２０に関連付けられた設定に関する制御を行うための制御信号を生成してもよい。
【００８３】
　なお、上記では、表示領域Ｖ１００に設定画面が表示される例を示したが、図１３に示
すように表示領域Ｖ２００に設定画面が表示されてもよい。例えば、図３の状態から、レ
イアウト画面に含まれるアイコンＶ２４１に対する所定のユーザ操作が行われた場合に、
図１３の状態に遷移してもよい。なお、係る所定のユーザ操作は、表示領域Ｖ１００に設
定画面を表示させるためのユーザ操作とは異なる操作である。例えば、操作部３０がマウ
スである場合には、係る所定の操作はダブルクリックや右クリック等であってよく、操作
部３０がタッチパネルである場合には係る所定の操作はタッチパネル上での長押しであっ
てもよい。
【００８４】
　図１３に示すアイコンＶ２５０は、図１１のアイコンＶ１１０と同様にアイコンＶ２４
１に対応する手術機器２の実際の操作部を模した形状をしている。そして、例えばユーザ
が、ボタンＶ２５１やボタンＶ２５２等に対する選択操作を行った場合、機器制御部１６
は、係る選択操作に応じて、アイコンＶ２４１に対応する手術機器２の設定に関する制御
を行うための制御信号を生成してもよい。係る構成によれば、ユーザは、より大きな設定
画面を用いて手術機器２の設定に関する操作を行うことが可能となる。
【００８５】
　　＜４－３．具体例３＞
　続いて、プレビュー画面を用いた機器間接続の制御に関するユーザ操作が行われる例に
ついて、具体例３として図１４～図２３を参照して説明を行う。図１４～図２３は、本実
施形態に係る具体例３について説明するための説明図である。
【００８６】
　図１４に示す例において、図３の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いて機器リス
ト画面に含まれるアイコンＶ３１２に対するドラッグ操作が行われ、アイコンＶ３１２に
対応するドラッグアイコンＶ７３１が表示された状態が示されている。ここで、アイコン
Ｖ３１２に対応する手術機器２は、上述したように画像を送信する機能を有し、本具体例
の説明において、アイコンＶ３１２に対応する手術機器２を第１の機器と呼ぶ場合がある
。また、本具体例において、第１の機器は、手術前に撮像された画像を記憶するレコーダ
であるものとする。
【００８７】
　続いて、図１５には、図１４の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッ
グアイコンＶ７３１が表示領域Ｖ１００内に位置するようにドラッグ操作が行われた状態
が示されている。図１５の状態において、ドロップ操作が行われると、図１６に示す状態
に遷移する。図１６の状態において、表示制御部１４は、表示領域Ｖ１００に第１の機器
により送信される画像を含むプレビュー画面を表示させている。
【００８８】
　図１６に示すように、表示領域Ｖ１００に表示されるプレビュー画面は、プレビュー表
示領域Ｖ１５０、再生位置を指定するための再生位置指定インタフェースＶ１６０、及び
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画像選択画面Ｖ１７０を含む。また、図１６に示すように、再生位置指定インタフェース
Ｖ１６０は、スライダＶ１６１を含み、画像選択画面Ｖ１７０は、第１の機器が記憶して
いる画像に対応するアイコンＶ１７１～Ｖ１７６を含む。
【００８９】
　図１７に示すように、マウスカーソルＶ９０２を用いて、アイコンＶ１７２に対する選
択操作を行うと、表示制御部１４は、プレビュー表示領域Ｖ１５０に、アイコンＶ１７２
に対応する画像を表示させて、図１８に示す状態に遷移する。
【００９０】
　図１９には、図１８の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いて、再生位置指定イン
タフェースＶ１６０のスライダＶ１６１に対するドラッグ操作が行われた状態が示されて
いる。係る画像が動画像である場合、図１９に示すように、表示制御部１４は、アイコン
Ｖ１７２に対応する画像のうち、スライダＶ１６１の位置に応じたフレームをプレビュー
表示領域Ｖ１５０に表示させてもよい。係る構成により、ユーザは、第１の機器が送信す
る画像をプレビュー画面において確認することが可能であり、また係る画像が動画像であ
る場合にはフレームの指定を行うことも可能である。
【００９１】
　図２０には、図１９の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いて、プレビュー表示領
域Ｖ１５０に対するドラッグ操作が行われ、プレビュー表示領域Ｖ１５０に表示された画
像に対応するドラッグアイコンＶ７３２が表示された状態が示されている。
【００９２】
　続いて、図２１には、図１９の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッ
グアイコンＶ７３２がアイコンＶ２３２と重なるようなドラッグ操作が行われた状態が示
されている。ここで、アイコンＶ２３２に対応する手術機器２は、上述したように画像を
受信する機能を有するモニタであり、本具体例の説明において、アイコンＶ２３２に対応
する手術機器２を第２の機器と呼ぶ場合がある。また、上述した具体例１と同様に、本具
体例においても、第２の機器は、表示領域を４分割して、最大４つの画像を同時に表示す
ることが可能であるものとする。
【００９３】
　図２１の状態において、ドロップ操作が行われると、図２２に示す状態に遷移する。図
２２の状態において、表示制御部１４は、第１の機器から第２の機器へ送信される画像の
第２の機器における表示位置を選択するための表示領域選択画面Ｖ８２０をポップアップ
表示させている。表示領域選択画面Ｖ８２０は、図７を参照して説明した表示領域選択画
面Ｖ８１０と同様に、第２の機器における表示位置、つまり分割された表示領域に対応す
る分割領域Ｖ８２１～Ｖ８２４を含む。
【００９４】
　図２３には、図２２の状態から、表示領域選択画面Ｖ８２０に含まれる分割領域Ｖ８２
４に対する選択操作が行われた状態が示されている。機器制御部１６は、第１の機器に対
応するアイコンＶ３１２、プレビュー画面に含まれるプレビュー表示領域Ｖ１５０、及び
第２の機器に対応するアイコンＶ２３２に対する、上述した一連のユーザ操作に基づいて
、第１の機器から第２の機器へ画像が送信されるように、機器間接続の制御を行うための
制御信号を生成してもよい。係る構成により、直観的に機器間接続のための操作を行うこ
とが可能であると共に、事前に第２の機器に表示される画像を確認し、さらにフレームを
指定することが可能となる。
【００９５】
　また、上述した具体例１と同様に、表示領域選択画面Ｖ８２０に対して上述したような
選択操作が行われた場合、機器制御部１６は、係る選択操作に基づいて、第２の機器にお
ける表示位置に関する制御を行うための制御信号を生成してもよい。
【００９６】
　また、上述した具体例１と同様に、第２の機器が表示領域の全体に画像を表示するモニ
タであった場合、図２１の状態において、ドロップ操作が行われた時点で、機器制御部１
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６は、第１の機器から第２の機器へ画像が送信されるように、機器間接続の制御を行うた
めの制御信号を生成してもよい。
【００９７】
　　＜４－４．具体例４＞
　続いて、複数のレイアウト画面の表示切替に関するユーザ操作が行われる例について具
体例４として、図２４～図２７を参照して説明を行う。図２４～図２７は、本実施形態に
係る具体例４について説明するための説明図である。
【００９８】
　図２４には、図３の状態から、マウスカーソルＶ９０２をタブＶ４０２の位置に移動さ
せた状態が示されている。図２４の状態から、ユーザがタブＶ４０２の選択操作を行うと
、表示制御部１４は、表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面の表示切替を行い、
図２５の状態に遷移する。
【００９９】
　図２５の状態において、表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面は、手術室内に
存在するが、例えば図２４の状態において表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面
では示されていなかった手術機器２の配置を示している。具体的には、図２５には、図２
４では示されていなかった手術機器２に対応するアイコンＶ２４３～Ｖ２４７が表示され
ている。
【０１００】
　図２５に表示されるレイアウト画面は、図２４に表示されるレイアウト画面とは異なる
視点のレイアウト画面であってもよい。例えば、図２５に表示される、アイコンＶ２４３
～Ｖ２４７に対応する手術機器２は、図２４の状態において表示領域Ｖ２００に表示され
るレイアウト画面に含まれるアイコンに対応する手術機器２とは高さが異なるように設置
された手術機器２であってもよい。
【０１０１】
　ただし、本技術は、係る例に限定されず、アイコンＶ２４３～Ｖ２４７に対応する手術
機器２は、図２４の状態において表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面に含まれ
るアイコンに対応する手術機器２とは、異なる種類の手術機器２であってもよい。また、
図２５には、手術室内に存在する手術機器２の配置を示すレイアウト画面が表示される例
を示したが、本技術は係る例に限定されない。例えば、タブの選択操作に伴うレイアウト
画面の表示切替により、手術室外に存在する手術機器２の配置を示すレイアウト画面が表
示されてもよい。
【０１０２】
　また、上記では、２つのタブＶ４０１～Ｖ４０２だけが表示領域Ｖ４００に表示される
例を示したが、より多数のタブが表示されてもよい。例えば、図２６に示されるように、
３つのタブＶ４０１～Ｖ４０３が表示領域Ｖ４００に表示されてもよい。また、図２６の
状態から、ユーザがタブＶ４０３の選択操作を行うと、表示制御部１４は、表示領域Ｖ２
００に表示されるレイアウト画面の表示切替を行い、図２７の状態に遷移してもよい。
【０１０３】
　図２７に示す例では、表示領域Ｖ２００に、手術室内に存在するが配置を示すのが困難
な手術機器２に対応するアイコンＶ２４９、Ｖ２６１、Ｖ２６２を含む機器リスト画面が
表示されている。なお、手術室内に存在するが配置を示すのが困難な手術機器２とは、例
えば広範囲に存在する手術機器２や、手術中に頻繁に移動しやすい手術機器２等であって
もよい。係る構成により、手術室内に存在するが配置を示すのが困難な手術機器２に関し
ても制御のための操作を行うことが可能である。
【０１０４】
　上述したように、複数のレイアウト画面の各々は、手術システム１０００に含まれる複
数の手術機器２のうち、異なる手術機器２の配置を示してもよく、複数のレイアウト画面
の各々が示す手術機器２は、所定の基準に従って分類されていてもよい。
【０１０５】
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　　＜４－５．具体例５＞
　続いて、表示制御部１４が上述したアイコンとは異なるアイコンを表示させる例につい
て、具体例５として、図２８を参照して説明を行う。図２８は、本実施形態に係る具体例
５について説明するための説明図である。
【０１０６】
　図２８に示す例では、表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面に、上述した例よ
りも簡略化されたアイコン含まれる例を示している。ただし、図２８に示す例において、
上述した手術機器２と同一の手術機器２に対応するアイコンには、上述した図３等のアイ
コンと同一の符号が付されている。
【０１０７】
　また、図２８に示す例では、表示領域Ｖ２００に表示されるレイアウト画面は、手術機
器２の位置を示してはいるが、姿勢を示していない。例えば、表示領域Ｖ２００に表示さ
れるレイアウト画面に含まれるアイコンは、実際の手術機器２の姿勢に応じた姿勢ではな
く、例えば予め定められた姿勢で表示されてもよい。例えば、手術中に手術機器２の位置
は変化しないが、手術機器２の姿勢が頻繁に変化するような場合には、図２８に示すよう
なレイアウト画面が有用である。また、姿勢を示さない代わりに、図２８に示す例では、
各アイコンに対応する手術機器２の種類をより把握し易くなっている。
【０１０８】
　また、図２８に示す例では、モニタ（手術機器２の一例）に対応するアイコンＶ２３１
～Ｖ２３３は、各々が対応するモニタの表示領域がどのように分割されているか（同時に
最大いくつの画像を表示可能か）という機能を示している。さらに、図２８に示す例では
、アイコンＶ２３１～Ｖ２３３の近傍には、各々が対応するモニタのサイズを示す数値が
表示されている。係る構成により、ユーザは手術機器２に関する情報をより容易に把握す
ることが可能となる。
【０１０９】
　また、本具体例において、表示制御部１４は、手術機器２が現在撮像中の画像を送信可
能な状態であるか否かに基づいて、当該手術機器２に対応するアイコンを表示させてもよ
い。
【０１１０】
　例えば、図２８の例では、表示領域Ｖ３００に表示される機器リスト画面に含まれるア
イコンが、係る状態をアイコンの形状により区別可能に表示されている。具体的には、ア
イコンＶ３１１は、当該アイコンに対応する手術機器２が現在撮像中の画像を送信可能な
状態であることを示している。
【０１１１】
　係る構成により、ユーザは、アイコンに対応する手術機器２が、現在撮像中の画像を送
信可能な状態であるか否かを、容易に把握することが可能である。
【０１１２】
　なお、表示制御部１４は、同様に、手術機器２が予め記録された画像を送信可能な状態
である否かに基づいて、当該手術機器２に対応するアイコンを表示させてもよい。
【０１１３】
　　＜４－６．具体例６＞
　続いて、表示制御部１４が、手術室内に存在する手術機器２の配置を示すレイアウト画
面と、手術室外に存在する手術機器２の配置を示すレイアウト画面とを同時に表示させる
例について、具体例６として、図２９～図３５を参照して説明を行う。図２９～図３５は
、本実施形態に係る具体例６について説明するための説明図である。
【０１１４】
　図２９に示す例では、表示領域Ｖ２００に、手術室内に存在する手術機器２の配置を示
すレイアウト画面が表示され、表示領域Ｖ５００に、手術室外に存在する手術機器２の配
置を示すレイアウト画面が表示されている。表示領域Ｖ５００は、４つの表示領域Ｖ５１
０、Ｖ５２０、Ｖ５３０、Ｖ５４０を含み、その各々に異なる部屋に存在する手術機器２
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に対応するアイコンを含むレイアウト画面が表示されている。
【０１１５】
　例えば、表示領域Ｖ５１０に表示されるレイアウト画面には、モニタに対応するアイコ
ンＶ５１１、Ｖ５１２が含まれる。また、表示領域Ｖ５２０に表示されるレイアウト画面
には、モニタに対応するアイコンＶ５２１が含まれる。また、表示領域Ｖ５３０に表示さ
れるレイアウト画面には、モニタに対応するアイコンＶ５３１と、カメラに対応するアイ
コンＶ５３２が含まれる。また、表示領域Ｖ５４０に表示されるレイアウト画面には、レ
コーダに対応するアイコンＶ５４１が含まれる。
【０１１６】
　なお、図２９では、図２８に示した例と同様、簡略化されたアイコンが用いられており
、また、図２８に示す例において、上述した手術機器２と同一の手術機器２に対応するア
イコンには、図２８のアイコンと同一の符号が付されている。
【０１１７】
　また、図２９に示す例では、表示制御部１４は、３つのプレビュー画面Ｖ６１０、Ｖ６
２０、Ｖ６３０を表示させる。プレビュー画面Ｖ６１０、Ｖ６２０、は、それぞれ機器名
表示領域Ｖ６１１、Ｖ６２１、Ｖ６３１、及びプレビュー表示領域Ｖ６１２、Ｖ６２２、
Ｖ６３２を含む。
【０１１８】
　本具体例によれば、手術室外に存在する手術機器２についても、いずれの部屋に存在す
るかを示すレイアウト画面が表示されるため、ユーザは、より容易に手術機器２とアイコ
ンとの対応を把握することが可能である。
【０１１９】
　また、本具体例においても、上述した具体例１～４と同様のユーザ操作、及び当該ユー
ザ操作に伴う表示制御や、当該ユーザ操作に基づく制御信号の生成が行われてよい。
【０１２０】
　図３０には、図２９の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いて、表示領域Ｖ５３０
に表示されたレイアウト画面に含まれるアイコンＶ５３２に対するドラッグ操作が行われ
、アイコンＶ５３２に対応するドラッグアイコンＶ７７１が表示された状態が示されてい
る。ここで、アイコンＶ５３２に対応する手術機器２は、上述したように画像を送信する
機能を有するカメラであり、本具体例の説明において、アイコンＶ５３２に対応する手術
機器２を第１の機器と呼ぶ場合がある。
【０１２１】
　続いて、図３１には、図３０の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッ
グアイコンＶ７７１がプレビュー画面Ｖ６１０内に位置するようにドラッグ操作が行われ
た状態が示されている。図３０の状態において、ドロップ操作が行われると、図３２に示
す状態に遷移する。図３２の状態において、表示制御部１４は、第１の機器により送信さ
れる画像をプレビュー画面Ｖ６１０のプレビュー表示領域Ｖ６１２に表示させている。ま
た、図３２に示すように、表示制御部１４は、プレビュー画面Ｖ６１０の機器名表示領域
Ｖ６１１に、第１の機器に係る機器名を表示させてもよい。
【０１２２】
　図３３には、図３２の状態から、マウスカーソルＶ９０２を用いて、プレビュー表示領
域Ｖ６１２に対するドラッグ操作が行われ、プレビュー表示領域Ｖ６１２に表示された画
像に対応するドラッグアイコンＶ７７２が表示された状態が示されている。
【０１２３】
　続いて、図３４には、図３３の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッ
グアイコンＶ７７２がアイコンＶ２３１と重なるようなドラッグ操作が行われた状態が示
されている。ここで、アイコンＶ２３１に対応する手術機器２は、上述したように画像を
受信する機能を有するモニタであり、本具体例の説明において、アイコンＶ２３１に対応
する手術機器２を第２の機器と呼ぶ場合がある。アイコンＶ２３１が示すように、第２の
機器の表示領域は分割されておらず、第２の機器は表示領域の全体に画像を表示するモニ
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タである。
【０１２４】
　そのため、図３４に示す状態において、ドロップ操作が行われると、機器制御部１６は
、第１の機器から第２の機器へ画像が送信されるように、機器間接続の制御を行うための
制御信号を生成してもよい。
【０１２５】
　なお、上記では、プレビュー画面Ｖ６１０を用いて、事前に第１の機器により送信され
る画像を確認してから、第１の機器と第２の機器の機器間接続のためのユーザ操作が行わ
れる例を説明したが、係る例に限定されない。例えば、第１の機器により送信される画像
を確認せずに、第１の機器と第２の機器の機器間接続のためのユーザ操作を行うことも可
能である。
【０１２６】
　図３５には、図３０の状態からマウスカーソルＶ９０２を移動させて、ドラッグアイコ
ンＶ７７１がアイコンＶ２３１と重なるようなドラッグ操作が行われた状態が示されてい
る。図３５に示す状態において、ドロップ操作が行われると、機器制御部１６は、第１の
機器から第２の機器へ画像が送信されるように、機器間接続の制御を行うための制御信号
を生成してもよい。
【０１２７】
　＜＜５．ハードウェア構成例＞＞
　以上、本開示の実施形態を説明した。最後に、図３６を参照して、本開示の実施形態に
係る情報処理装置のハードウェア構成について説明する。図３６は、本開示の実施形態に
係る情報処理装置１のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。本開示の実施形
態に係る情報処理装置１による情報処理は、ソフトウェアと、以下に説明するハードウェ
アとの協働により実現される。
【０１２８】
　図３６に示すように、情報処理装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）９０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）９０２、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）９０３及びホストバス９０４ａを備える
。また、情報処理装置１は、ブリッジ９０４、外部バス９０４ｂ、インタフェース９０５
、入力装置９０６、出力装置９０７、ストレージ装置９０８、ドライブ９０９、接続ポー
ト９１１、通信装置９１３、及びセンサ９１５を備える。情報処理装置１は、ＣＰＵ９０
１に代えて、又はこれと共に、ＤＳＰ若しくはＡＳＩＣ等の処理回路を有してもよい。
【０１２９】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
情報処理装置１内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ９０１は、マイクロプロセッサで
あってもよい。ＲＯＭ９０２は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータ等
を記憶する。ＲＡＭ９０３は、ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その
実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。ＣＰＵ９０１は、例えば、制御
部１０を形成し得る。
【０１３０】
　ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０２及びＲＡＭ９０３は、ＣＰＵバスなどを含むホストバス９
０４ａにより相互に接続されている。ホストバス９０４ａは、ブリッジ９０４を介して、
ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス９０４ｂに接続されている。なお、必ずしもホスト
バス９０４ａ、ブリッジ９０４および外部バス９０４ｂを分離構成する必要はなく、１つ
のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【０１３１】
　入力装置９０６は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフ
ォン、スイッチ及びレバー等、ユーザによって情報が入力される装置によって実現される
。また、入力装置９０６は、例えば、赤外線やその他の電波を利用したリモートコントロ
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ール装置であってもよいし、情報処理装置１の操作に対応した携帯電話やＰＤＡ等の外部
接続機器であってもよい。さらに、入力装置９０６は、例えば、上記の入力手段を用いて
ユーザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力する入力
制御回路などを含んでいてもよい。情報処理装置１のユーザは、この入力装置９０６を操
作することにより、情報処理装置１に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示し
たりすることができる。入力装置９０６は、例えば操作部３０を形成し得る。
【０１３２】
　出力装置９０７は、取得した情報をユーザに対して視覚的又は聴覚的に通知することが
可能な装置で形成される。このような装置として、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディス
プレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置及びランプ等の表示装置
や、スピーカ及びヘッドホン等の音声出力装置や、プリンタ装置等がある。出力装置９０
７は、例えば、情報処理装置１が行った各種処理により得られた結果を出力する。具体的
には、表示装置は、情報処理装置１が行った各種処理により得られた結果を、テキスト、
イメージ、表、グラフ等、様々な形式で視覚的に表示する。他方、音声出力装置は、再生
された音声データや音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して聴覚
的に出力する。出力装置９０７は、例えば表示部４０を形成し得る。
【０１３３】
　ストレージ装置９０８は、情報処理装置１の記憶部の一例として形成されたデータ格納
用の装置である。ストレージ装置９０８は、例えば、ＨＤＤ等の磁気記憶部デバイス、半
導体記憶デバイス、光記憶デバイス又は光磁気記憶デバイス等により実現される。ストレ
ージ装置９０８は、記憶媒体、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデー
タを読み出す読出し装置および記憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置などを含
んでもよい。このストレージ装置９０８は、ＣＰＵ９０１が実行するプログラムや各種デ
ータ及び外部から取得した各種のデータ等を格納する。上記ストレージ装置９０８は、例
えば、記憶部５０を形成し得る。
【０１３４】
　ドライブ９０９は、記憶媒体用リーダライタであり、情報処理装置１に内蔵、あるいは
外付けされる。ドライブ９０９は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体に記録されている情報を読み出し
て、ＲＡＭ９０３に出力する。また、ドライブ９０９は、リムーバブル記憶媒体に情報を
書き込むこともできる。
【０１３５】
　接続ポート９１１は、外部機器と接続されるインタフェースであって、例えばＵＳＢ（
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）などによりデータ伝送可能な外部機器との
接続口である。
【０１３６】
　通信装置９１３は、例えば、ネットワーク９２０に接続するための通信デバイス等で形
成された通信インタフェースである。通信装置９１３は、例えば、有線若しくは無線ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又はＷＵＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳ
Ｂ）用の通信カード等である。また、通信装置９１３は、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（
Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ
又は各種通信用のモデム等であってもよい。この通信装置９１３は、例えば、インターネ
ットや他の通信機器との間で、例えばＴＣＰ／ＩＰ等の所定のプロトコルに則して信号等
を送受信することができる。通信装置９１３は、例えば、通信部６０を形成し得る。
【０１３７】
　センサ９１５は、例えば、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、光センサ、
音センサ、測距センサ、力センサ等の各種のセンサである。センサ９１５は、情報処理装
置１の姿勢、移動速度等、情報処理装置１自身の状態に関する情報や、情報処理装置１の
周辺の明るさや騒音等、情報処理装置１の周辺環境に関する情報を取得する。また、セン
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サ９１５は、ＧＰＳ信号を受信して装置の緯度、経度及び高度を測定するＧＰＳセンサを
含んでもよい。
【０１３８】
　なお、ネットワーク９２０は、ネットワーク９２０に接続されている装置から送信され
る情報の有線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク９２０は、インターネ
ット、電話回線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含
む各種のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などを含んでもよい。また、ネットワーク９２０は、ＩＰ－ＶＰＮ
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）などの専用回線網を含んでもよい。
【０１３９】
　以上、本開示の実施形態に係る情報処理装置１の機能を実現可能なハードウェア構成の
一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて実現されていてもよいし、各
構成要素の機能に特化したハードウェアにより実現されていてもよい。従って、本開示の
実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更
することが可能である。
【０１４０】
　なお、上述のような本開示の実施形態に係る情報処理装置１の各機能を実現するための
コンピュータプログラムを作製し、ＰＣ等に実装することが可能である。また、このよう
なコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な記録媒体も提供
することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、
フラッシュメモリ等である。また、上記のコンピュータプログラムは、記録媒体を用いず
に、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
【０１４１】
　＜＜６．むすび＞＞
　以上説明したように、本開示の実施形態によれば、手術機器の配置を示すレイアウト画
面を表示させて、手術機器の制御を行うためのユーザ操作を受け付けることで、より容易
に目的の機器を制御することが可能である。
【０１４２】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１４３】
　例えば、上記実施形態では、第１の機器と第２の機器との間の機器間接続の制御を行う
ための制御信号が、第１の機器あるいは第２の機器へ送信される例を説明したが、本技術
は係る例に限定されない。例えば、第１の機器と第２の機器との間の接続を中継する手術
機器２（例えばネットワーク機器等）へ、係る制御信号が送信されてもよい。あるいは、
情報処理装置１が第１の機器と第２の機器との間の接続を中継する機能を有してもよく、
情報処理装置１内で、機器制御部１６から係る機能を有するブロックへ、係る制御信号が
送信されてもよい。
【０１４４】
　また、上記実施形態における各ステップは、必ずしもフローチャート図として記載され
た順序に沿って時系列に処理される必要はない。例えば、上記実施形態の処理における各
ステップは、フローチャート図として記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的
に処理されてもよい。
【０１４５】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果と共に、または上記の効果に代え
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て、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１４６】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　情報処理装置、及び前記情報処理装置と接続された手術機器を含み、
　前記情報処理装置は、
　　前記手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させる表示制御部と、
　　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成する機器制御部と、
　を備える、手術システム。
（２）
　前記機器制御部は、前記レイアウト画面に対するユーザ操作に基づいて、前記制御信号
を生成する、前記（１）に記載の手術システム。
（３）
　前記手術システムは、複数の前記手術機器を含み、
　前記情報処理装置は、前記複数の前記手術機器と接続され、
　前記レイアウト画面は、前記複数の前記手術機器のうち少なくとも１つの前記手術機器
の配置を示す、前記（１）または（２）に記載の手術システム。
（４）
　前記複数の前記手術機器は、第１の機器と第２の機器を含み、
　前記機器制御部は、ユーザ操作に基づいて、前記第１の機器と前記第２の機器との間の
接続の制御を行うための前記制御信号を生成する、前記（３）に記載の手術システム。
（５）
　前記第１の機器は、画像を送信する機能を有し、
　前記第２の機器は、前記画像を受信する機能を有し、
　前記機器制御部は、前記第１の機器から前記第２の機器へ前記画像が送信されるように
、前記接続の制御を行うための前記制御信号を生成する、前記（４）に記載の手術システ
ム。
（６）
　前記表示制御部は、ユーザ操作に基づいて前記第１の機器により送信される前記画像を
含むプレビュー画面をさらに表示させる、前記（５）に記載の手術システム。
（７）
　前記機器制御部は、前記プレビュー画面と前記レイアウト画面と、に対するユーザ操作
に基づいて、前記第１の機器から前記第２の機器へ前記画像が送信されるように前記接続
の制御を行うための前記制御信号を生成する、前記（６）に記載の手術システム。
（８）
　前記第２の機器は、複数の画像を同時に表示する機能をさらに有し、
　前記表示制御部は、前記第１の機器から前記第２の機器へ送信される前記画像の前記第
２の機器における表示位置を選択するための表示領域選択画面をさらに表示させ、
　前記機器制御部は、前記表示領域選択画面に対するユーザ操作に基づいて、前記第２の
機器における前記表示位置に関する制御を行うための前記制御信号を生成する、前記（５
）～（７）のいずれか一項に記載の手術システム。
（９）
　前記表示制御部は、複数の前記レイアウト画面を表示させ、前記複数の前記レイアウト
画面の各々は、前記複数の前記手術機器に含まれる異なる前記手術機器の配置を示す、前
記（３）～（８）のいずれか一項に記載の手術システム。
（１０）
　前記表示制御部は、ユーザ操作に基づいて、前記複数の前記レイアウト画面の表示切替
を行う、前記（９）に記載の手術システム。
（１１）
　前記複数の前記手術機器は、手術室内に存在する手術機器と、手術室外に存在する手術
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機器と、を含む、前記（３）～（１０）のいずれか一項に記載の手術システム。
（１２）
　前記複数の前記手術機器は、内視鏡、顕微鏡、術野カメラ、シーリングカメラのうち少
なくとも１つを含む、前記（３）～（１１）のいずれか一項に記載の手術システム。
（１３）
　前記表示制御部は、前記レイアウト画面に対するユーザ操作に基づいて前記手術機器の
設定を行うための設定画面をさらに表示させ、
　前記機器制御部は、前記設定画面に対するユーザ操作に基づいて、前記手術機器の設定
に関する前記制御信号を生成する、前記（１）～（１２）のいずれか一項に記載の手術シ
ステム。
（１４）
　前記表示制御部は、前記手術機器に対応するアイコンを表示させる、前記（１）～（１
３）のいずれか一項に記載の手術システム。
（１５）
　前記表示制御部は、実空間における前記手術機器の位置に応じた前記レイアウト画面に
おける位置に、前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、前記（１４）に記載
の手術システム。
（１６）
　前記表示制御部は、実空間における前記手術機器の姿勢に応じた前記レイアウト画面に
おける姿勢で、前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、前記（１４）または
（１５）に記載の手術システム。
（１７）
　前記表示制御部は、前記手術機器が有する機能または前記手術機器の状態に基づいて、
前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、前記（１４）～（１６）のいずれか
一項に記載の手術システム。
（１８）
　前記表示制御部は、前記手術機器が送信機能を有するか否か、または前記手術機器が受
信機能を有するか否か、に基づいて前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、
前記（１７）に記載の手術システム。
（１９）
　前記表示制御部は、前記手術機器が撮像中の画像を送信可能な状態であるか否かに基づ
いて前記手術機器に対応する前記アイコンを表示させる、前記（１７）または（１８）に
記載の手術システム。
（２０）
　手術機器と接続され、
　前記手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させる表示制御部と、
　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成する機器制御部と、
　を備える、情報処理装置。
（２１）
　手術機器の配置を示すレイアウト画面を表示させることと、
　前記手術機器に関する制御を行うための制御信号を生成することと、
　を含む、情報処理方法。
【符号の説明】
【０１４７】
　１　情報処理装置
　２　手術機器
　５　ネットワーク
　１０　制御部
　１２　配置情報制御部
　１４　表示制御部
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　１６　機器制御部
　３０　操作部
　４０　表示部
　５０　記憶部
　６０　通信部
　１０００　手術システム
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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